
  

 

                                                          薬第２７８号の４ 
                                                   令和８年１月２１日 

 

 関係団体の長 様 
  

                                                    岐阜県健康福祉部長 
 

「知事指定薬物」の指定について 
 
 日頃から県の薬務行政の推進にご理解、ご協力賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、県では県民の危険ドラッグによる健康被害を防止することを目的として、

岐阜県薬物の濫用の防止に関する条例を平成２６年１０月１５日に施行し、同条例

に基づき知事が随時指定薬物を指定しています。 

今般、別添のとおり令和８年１月２１日付けで新たに３物質を知事指定薬物に指定

しましたのでお知らせするとともに、貴会員への周知についてご配慮願います。 

また、今後とも引き続き県の危険ドラッグ対策にご協力いただきますよう併せて

お願いします。 
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